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健康・保険課　高齢者医療係 ２３２－４９１２問い合わせ 健康・保険課　国民健康保険係 ２３２－４９１２問い合わせ

　

現
在
使
用
し
て
い
る
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
が
更
新

の
時
期
で
す
。　　

　

現
在
交
付
し
て
い
る
受
給
者
証

の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
７
月
末
に

新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

８
月
１
日
以
降
は
新
し
い
受
給
者

証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
受

給
者
証
は
適
正
に
処
分
し
て
く
だ

さ
い
。

※

70
歳
以
上
の
人
に
交
付
し
て
い

る
「
高
齢
受
給
者
証
」
は
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
と
同
じ
役
割

を
果
た
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
低
所
得
者
Ⅱ
と
低
所

得
者
Ⅰ
の
人
が
限
度
額
の
適
用
を

受
け
る
に
は
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　現在使用している
「限度額適用認定証」
が更新の時期です。
　現在交付している限
度額適用認定証の有効
期限は7月31日までと
なっていますので、引
き続きご使用の予定が
ある人は8月
中に更新の申
請を行ってく
ださい。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
証

・
印
か
ん

・
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

　
（
該
当
者
の
み
）

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

国民健康保険・後期高齢者
国民健康保険証をお使いの皆さんへ

医療制度のお知らせ

自己負担限度額（月額）
■70歳未満の人

■70歳以上75歳未満の人

（※3）現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が 145 万円以上の国保被保険者がいる人。ただし、その該当者が2人以上で収入合計が 520 万円未満、1人で収入が 383 万円未満の場合、申請により「一般」の区分と同様となります。
（※4）同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人 (低所得者Ⅰ以外の人）。
（※5）同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除 (年金の所得は控除額を80万円とし計算 )を差し引いたとき0円となる人。

（※1）上位所得者とは、同一世帯の国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計額が 600 万円を超える世帯に属する人。
（※2）過去12カ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の上限額。

所得区分 自己負担の限度額 4回目以降（※2）

上位所得者（※1）

一　般

住民税非課税世帯

150,000 円＋（医療費－500,000 円）×1％

80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％44,400 円
12,000 円
8,000 円
8,000 円

44,400 円
24,600 円
15,000 円

80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％
35,400 円

83,400 円
44,400 円
24,600 円

所得区分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者（※3）

一　般

低所得者Ⅰ（※5）

低所得者Ⅱ（※4）

新しい保険証はコレ！新しい保険証はコレ！新しい保険証はコレ！ 70
歳
か
ら
74
歳
の
人
へ
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す

　

町
で
は
、
入
院
な
ど
で
医
療
費

が
高
額
に
な
る
人
に
対
し
て
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
発
行
し
て

い
ま
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
を
病
院
に

提
示
す
る
と
、
窓
口
で
の
自
己
負

担
が
少
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険

税
の
滞
納
が
あ
る
世
帯
の
人
に
は
、

認
定
証
が
交
付
さ
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

入
院
が
決
ま
っ
た
ら
、「
限
度
額

適
用
認
定
証
」の
申
請
を
！

「限度額適用認定証」を
すでにお持ちの人へ

　

現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証（
黄

色
）の
有
効
期
限
は
、7
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
７
月

中
に
新
し
い
保
険
証（
オ
レ
ン
ジ

色
）
を
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

8
月
1
日
以
降
は
新
し
い
保
険
証

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
保
険
証
に
記
載
し
て
あ

る
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
平
成

22
年
度
の
住
民
税
の
課
税
所
得
を

も
と
に
判
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、
保
険
証
と
同
封
予
定

の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。　

　

な
お
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
保

険
証
は
適
正
に
処
分
し
て
く
だ
さ

い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証（
保
険
証
）」を
郵
送
し
ま
す

　

現
在
交
付
し
て
い
る
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
黄
色
）の
有
効
期
限
は
7
月
31
日

ま
で
と
な
り
、
更
新
が
必
要
に
な

り
ま
す
が
、8
月
1
日
か
ら
も
引

き
続
き
該
当
す
る
人
に
は
、
新
し

い
認
定
証（
オ
レ
ン
ジ
色
）を
郵
送

し
ま
す
。

対
象
者
は
申
請
を　

　

入
院
中（
予
定
含
む
）の
人
で
ま

だ
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
持
っ
て
い
な
い

人
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

　

対
象
者
は
、
同
じ
世
帯
の
人
全

員
が
住
民
税
非
課
税
の
人
の
み
と

な
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」が
更
新
さ
れ
ま
す

　

平
成
22
年
度
の
正
式
な
保
険
料

額
が
決
定
し
ま
し
た
の
で
、7
月

中
旬
ご
ろ
に
保
険
料
額
決
定
通
知

書
を
郵
送
し
ま
す
。

　

新
規
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
た
人
は
、
こ
れ
ま
で
加

入
し
て
い
た
保
険
の
種
類
、
加
入

時
期
な
ど
に
よ
っ
て
、
保
険
料
の

支
払
方
法
や
支
払
時
期
な
ど
が
異

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

支
払
方
法
が
年
金
差
し
引
き
の

人
、
ま
た
は
口
座
振
替
に
し
て
い

る
人
は
、①
保
険
料
額
決
定
通
知

書
と
②
そ
の
他
説
明
資
料
な
ど
を

郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
直
接
払
い
の
人
は
、①
、

②
の
他
に
、
納
付
書
を
郵
送
し
ま

す
の
で
、
納
付
書
で
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。

平
成
22
年
度
の
保
険
料
が
決
定

決
定
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す

人
間
ド
ッ
ク
健
診
補
助

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

で
保
険
料
の
未
納
が
な
い
人
は
、

人
間
ド
ッ
ク
を
申
し
込
ま
れ
る
と
、

一
律
2
5
，
0
0
0
円
を
町
が
補

助
し
ま
す
。

■
受
診
機
関

・
日
本
赤
十
字
熊
本
健
康
管
理
セ

ン
タ
ー

・
済
生
会
熊
本
病
院
健
診
セ
ン

タ
ー

・
熊
本
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー

■
健
診
コ
ー
ス

　

標
準
コ
ー
ス
、
消
化
器
コ
ー
ス

な
ど
19
コ
ー
ス
準
備
し
て
い
ま
す

（
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
個
人
負
担
が

異
な
り
ま
す
）。

は
り
・
き
ゅ
う
券

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

で
保
険
料
の
未
納
が
な
い
人
お
よ

び
は
り
・
き
ゅ
う
療
養
費
の
支
給

を
受
け
て
い
な
い
人
は
、
は
り
・

き
ゅ
う
券
の
交
付
申
請
を
す
る
と
、

一
回
の
施
術
に
つ
き
1
，
0
0
0

円
を
町
が
負
担
し
、
一
人
に
つ
き

年
間
30
枚
を
交
付
し
ま
す
。

■
指
定
施
術
所

・
渡
部
は
り
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
　
　
　
　
（
2
3
2
）4
8
8
3

・
東
洋
理
学
鍼
灸
治
療
院

　
　
　
　
　
（
2
3
2
）5
6
2
8

・
緒
方
鍼
灸
あ
ん
ま
治
療
院

　
　
　
　
　
（
2
3
2
）2
1
6
6

「
人
間
ド
ッ
ク
健
診
補
助
」と

「
は
り
・
き
ゅ
う
券
」に
つ
い
て

今年はオレンジ色です今年はオレンジ色です今年はオレンジ色です

今年はオレンジ色です今年はオレンジ色です今年はオレンジ色です


